
三重県子ども条例 
 
 

子どもは、一人ひとりかけがえのない存在である。そして、子どもには生まれながらに豊かに

育つための権利がある。それは、安心して生きること、虐待やいじめそしてあらゆる暴力や差別

から守られること、自らの力を発揮して成長すること、そして、思いや意見が尊重されることで

ある。子ども一人ひとりが人として大切にされ、豊かに育つことができるよう子どもの権利が守

られなければならない。 

全ての子どもには自ら育つ力と多くの可能性があり、子どもは自分が受け止められ、認められ

ていると実感することで自己肯定感を高めることができる。また、子どもは、家庭や学校を始め

とする地域社会での経験を通して、人との様々な関わりや多様な価値観に触れることで、人を思

いやる心や自らの課題を乗り越える力を身に付けることができる。そして、次の世代を大切に育

てることのできる大人へと育っていく。そのために、人と人とが強い絆で結ばれた地域社会を形

成し、子ども一人ひとりが力を発揮して育つことができる社会へと向かうことが求められている。 

私たちは、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子どもの権利が尊重される社会の実現

を目指すこととする。そのため、私たちは相互に連携し、協働して、子どもが豊かに育つことが

できる地域社会づくりに取り組むことを決意し、この条例を制定する。 

（目的）  

第１条 この条例は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりについて、基本理念を定

め、並びに県の責務並びに保護者、学校関係者等、事業者、県民等及び市町の役割を明らかに

するとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを総合的に推進し、もって子

どもの権利が尊重される社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところ

による。 

(1)子ども 18 歳未満の者をいう。 

(2)保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。 

(3)学校関係者等 教育、福祉その他の子どもの育成に関連する分野の事務に従事する者をいう。 

（基本理念）  

第３条 子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりは、次に掲げる事項を基本理念として

行われなければならない。 

(1)子どもを権利の主体として尊重すること。 

(2)子どもの最善の利益を尊重すること。 

(3)子どもの力を信頼すること。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもが豊

かに育つことができる地域社会づくりに関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、次条から第９条までに規定する役

割に配慮するものとする。 

３ 県は、第 10条の規定により、連携し、及び協働して行われる取組を支援するものとする。 

（保護者の役割） 

第５条 保護者は、基本理念にのっとり、子どもを大切に育てる責務を有することを認識すると

ともに、子どもが力を発揮して育つことができるよう努めるものとする。 



（学校関係者等の役割） 

第６条 学校関係者等は、基本理念にのっとり、子どもの安全の確保並びに子どもが安心して学

び、及び育つことができる環境づくりに努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、保護者が子どもを豊かに育てるために必要な雇用環境

の整備に努めるとともに、地域において子どもの育ちを見守り、及び支える取組の推進に努め

るものとする。 

（県民等の役割） 

第８条 県民及び子どもに関わる団体は、基本理念にのっとり、子どもが豊かに育つことができ

る地域社会づくりに関心を持ち、理解を深めることによって、子どもの育ちを見守り、及び支

えるよう努めるものとする。 

（市町の役割） 

第９条 市町は、基本理念にのっとり、子どもの育ちを見守り、及び支える施策の推進に努める

ものとする。 

（連携及び協働） 

第 10 条 保護者、学校関係者等、事業者、県民及び子どもに関わる団体並びに市町は、前５条

に規定する役割を果たすに当たっては、相互に連携し、及び協働するよう努めるものとする。 

（施策の基本となる事項） 

第 11 条 県は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりに関する施策の策定及び実施

に当たっては、次に掲げる事項の確保を旨とするものとする。 

(1)子どもの権利について、子ども自身が知り、及び学ぶ機会並びに県民が学ぶ機会を提供する

こと。 

(2)子どもに係る施策に関して、子どもが意見を表明する機会を設け、参加を促すとともに、子

どもの意見を尊重すること。 

(3)子どもが、自らの力を発揮して育つことができるよう、主体的に取り組む様々な活動を支援

すること。 

(4)子どもの育ちを見守り、及び支えるための人材の育成を行うとともに、保護者、学校関係者

等、事業者、県民及び子どもに関わる団体並びに市町が行う活動の促進が図られるよう、環境

の整備を行うこと。 

（相談への対応） 

第 12 条 県は、子どもからの相談に対応する窓口を設置し、国その他の関係機関と連携した適

切な対応を行うものとする。 

（広報及び啓発）  

第 13 条 県は、子どもの育ちについての県民の関心及び理解を深めるとともに、県民が行う子

どもの育ちを見守り、及び支える活動を促進するため、必要な広報及び啓発を行うものとする。 

（調査） 

第14条 知事は、子どもの生活に関する意識、実態その他のこの条例に基づき県が行う施策の推進

に必要な事項を調査し、その結果を公表するものとする。 

（年次報告） 

第 15 条 知事は、毎年、この条例に基づき県が行う施策の実施状況を評価し、これを年次報告

として取りまとめ、公表するとともに、施策への反映に努めるものとする。 

附 則 

 この条例は、平成 23年 4月 1日から施行する。 


